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　公
益
社
団
法
人
水
口
納
税
協
会
は
、
健
全
な
納
税
者
の
団
体
と
し
て
、
税
務

官
公
署
と
の
連
携
協
調
の
も
と
に
、
税
知
識
の
普
及
に
努
め
、
適
正
な
申
告
納

税
の
推
進
と
納
税
道
義
の
高
揚
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
税
の
相
談
を
は
じ
め
、
改
正
税
法
説
明
会
、
各
種
講
演
会
、
パ
ソ
コ
ン
会
計

教
室
、
簿
記
教
室
な
ど
の
開
催
や
租
税
教
室
の
講
師
、
税
務
・
経
営
の
解
説
書

の
取
り
扱
い
な
ど
幅
広
い
事
業
活
動
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
支
援

賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　ま
た
、当
会
で
は
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
上

段
ア
ド
レ
ス
ま
た
は
Q
R
コ
ー
ド
か
ら
読
み
取
り
）
ま
た
は
、
お
電
話
等
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税務相談のご案内 簿記教室のご案内
毎月無料税務相談日を設けていますので
税のことなら何でもご相談ください！

水口納税協会　3階会議室
13時30分～16時30分（1人約30分）

※受付16時まで

予約制で先着6名（会員優先） 午前9時～12時
水口納税協会　3階会議室
近畿税理士会水口支部税理士
筆記用具・電卓
会員無料　非会員2,000円

場所
時間

定員 時　間
場　所
講　師
持ち物
受講料

【9月】2日㈮・6日㈫・9日㈮・12日㈪

共催　近畿税理士会水口支部
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。

※都合により変更する場合があります。また、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止する場合もあります。

（４日間コース）

7月13日㈬
8月10日㈬

9月14日㈬
10月12日㈬

この教室は、初めての方でもスムーズに複式簿
記になじめるよう、記帳から決算の仕方がわか
りやすく身につく内容となっています。

【9開催日

お申込み・お問い合わせ ☎0748-62-1151 公益社団法人 水口納税協会

令和
4年

税金で　僕らの学び　ささえられ 令和3年度「中学生の税に関する標語」
甲西中学校　本田　斗馬

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第1期分） 令和4年7月1日～8月1日

予定納税とは

納税する額

予定納税の減額申請

前年分の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その1/3相
当額を7月と11月に納めていただく制度です。
予定納税が必要な方には、6月中旬に「予定納税額の通知書」が送付されます。
この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。
廃業、休業又は業況不振などの理由により、令和4年6月30日の現況で、令和4年分の見積もった税額
が、税務署から通知された「予定納税基準額」より少なくなると見込まれる場合に、申請することができ
ます。

第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和4年7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。
◆納税には便利な振替納税をご利用ください。　国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

納付
期間

　
去
る
5
月
26
日
、
あ
い
こ
う
か
市
民
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
水
口
税
務
署
長
、
滋
賀
県
中
部
県
税
事
務
所
長
、

甲
賀
市
総
務
部
長
、
湖
南
市
総
務
部
長
を
は
じ
め
、
多

数
の
ご
来
賓
を
お
迎
え
し
て
、
合
同
定
時
総
会
を
開
催

し
ま
し
た
。

　
総
会
で
は
、
左
記
議
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
異
議
な
く
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
に
よ

り
、
81
名
の
理
事
及
び
２
名
の
監
事

が
選
任
さ
れ
、
引
き
続
き
開
催
さ
れ

た
理
事
会
に
お
い
て
、
桒
名
宏
幸
氏

が
会
長
に
重
任
と
な
り
ま
し
た
。

公
益
社
団
法
人
水
口
納
税
協
会

第
1
号
議
案

令
和
3
年
度
事
業
報
告
及
び

決
算
に
関
す
る
件

第
２
号
議
案

任
期
満
了
に
伴
う
理
事
81
名
の

選
任
に
関
す
る
件

第
3
号
議
案

任
期
満
了
に
伴
う
監
事
２
名
の

選
任
に
関
す
る
件

【
報
告
事
項
】

令
和
4
年
度
事
業
計
画
及
び

収
支
予
算
に
関
す
る
件

水
口
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会

第
1
号
議
案

令
和
3
年
度
事
業
報
告
及
び

収
支
決
算
に
関
す
る
件

第
2
号
議
案

令
和
4
年
度
事
業
計
画

（案）
及
び

収
支
予
算

（案）
に
関
す
る
件

第
3
号
議
案

役
員
改
選
に
関
す
る
件

合
同
定
時
総
会
開
催
!!
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都市景観材料・基礎ブロック・下水道製品・道路用コンクリート製品

〒520-3242　滋賀県湖南市菩提寺 2071-3
TEL 0748－74－1330　FAX 0748－74－1691
URL http://www.sanwa-shiga.co.jp
E-mail info@sanwa-shiga.co.jp

三 和 産 業 株 式 会 社
人を想い、
環境を考える。
創造力 技術力

で自然に優しくで人に優しく

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、

インボイスの記載事項

令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

ふるさとに　税金納めて　恩返し 令和3年度「中学生の税に関する標語」
甲南中学校　藤田　　峻

支えよう　現在と未来を　その税で 令和3年度「中学生の税に関する標語」
石部中学校　中田　海麗

■売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められた
ときは、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイス
の写しを保存しておく必要があります）。

■買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）であ
る登録事業者から交付を受けたインボイスの保存（※）等が必要となります。

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的に
は、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分し
た消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・イン
ボイスコールセンターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
　【受付時間】9：00～17：00（土日祝を除く）

●インボイス制度について詳しくお知りに
なりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）の「インボ
イス制度特設サイト」をご覧ください。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額
　（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載され
取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

特設サイトへ

「インボイス制度」
ってナニ？

「インボイス」
ってナニ？

⑥

②

④

③

③

⑤

①



❸

　国税庁では、高校生の皆さんから、
そして、国税庁・全国納税貯蓄組合
連合会では、中学生の皆さんから「税
についての作文」を募集します。
　また、甲賀広域租税教育推進協議
会では、中学生の皆さんから「税に
関する標語」を募集します。
　皆様のご家庭に高校生、中学生の
お子様がいらっしゃいましたら、是
非ご応募いただきますようお願いい
たします。
　なお、応募要領は、各学校を通じ
て連絡させていた
だく予定です。
　多数のご応募を
お待ちしています。

①
納
税
義
務
者
と
税
額

　
県
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
有
し
て
、
別

表
1
に
掲
げ
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
個
人
の

方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
税
額
は
、
税
務
署
に

提
出
さ
れ
た
所
得
税
の
確
定
申
告
書
・
修
正

申
告
書
等
に
よ
り
、
事
業
所
得
や
一
定
規
模

以
上（
別
表
2
参
照
）の
不
動
産
所
得
か
ら
事

業
主
控
除
額
二
九
〇
万
円（
事
業
を
行
っ
た

期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
月
割
額
）を

差
し
引
い
た
額
を
課
税
標
準
額
と
し
、
別
表

1
の
税
率
を
乗
じ
た
額
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
所
得
税
の
青
色
申
告
特
別
控
除

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
納
　
　期

　
第
一
期
、
第
二
期
の
二
回
に
分
け
て
納
付

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
今
年
度
の
納
期
は
、

第
一
期
は
八
月
三
十
一
日
、
第
二
期
は
十
一

月
三
〇
日
で
す
。）

　
た
だ
し
、
納
付
年
税
額
が
一
万
円
以
下
の

方
は
、
第
一
期
に
全
額
納
付
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
修
正
・
更
正
分
に
つ

い
て
は
、
随
時
の
納
期
と
な
り
ま
す
。

③
口
座
振
替
の
ご
利
用
に
つ
い
て

　
納
付
は
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅｐ

ａ
ｙ
、
P
a
y
P
a
y（
た
だ
し
、一
回
の
納

付
額
が
三
〇
万
以
下
に
限
る
）も
し
く
は
県

税
事
務
所
の
窓
口
で
し
て
い
た
だ
け
ま
す

が
、
便
利
で
安
全
、
確
実
に
納
期
限
内
納
付

の
で
き
る
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は「
預
金

口
座
振
替（
納
付
委
託
）依
頼
書
」を
ご
請
求

の
う
え
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
き
、

金
融
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
左
記

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

滋
賀
県
中
部
県
税
事
務
所

　・
課
税
内
容
に
つ
い
て

　
　課
税
課

　
　☎
0
7
4
8
―
2
2
―
7
7
1
2

・
納
税
相
談
等
に
つ
い
て

　
　甲
賀
納
税
課

　
　☎
0
7
4
8
―
6
3
―
6
1
0
6

県
税
県
税

個
人
事
業
税
に
つ
い
て

か
ら
の
お
知
ら
せ

別表1

別表2

区　分 税率事業の種類
物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、
製造業、飲食店業、請負業、代理業、
その他一般の営業

医業、弁護士業、税理士業、クリーニング業、
理・美容業、コンサルタント業、
設計監督者業、その他の自由業

畜産業、水産業、薪炭製造業

マッサージ・はり・きゅう・柔道整復等の業

第 1種事業

第 2種事業

第 3種事業

5％

4％

5％

3％

1. 不動産貸付業の認定基準

2. 駐車場業の認定基準

貸 付 の 形 態 認定基準（空室等含む）

A

B

C

D

E

住宅の貸付

土地の貸付

住宅以外の
建物の貸付

上記の①・②・③・④・⑤・⑥の中で、いずれかを
併せて貸付けている場合

A・B・C・Dに掲げる基準未満

建築物でない駐車場（青空駐車場）の貸付
建築物である駐車場の貸付

収容可能台数 10台以上
収容可能台数を問いません

①1戸建て住宅以外の住宅（アパート、貸間等）
②1戸建て住宅
③独立家屋以外の建物（テナント等）
④独立家屋

⑤住宅用土地

⑥住宅用土地以外の土地

10室以上
10棟以上
10室以上
5棟以上
貸付契約件数が10以上または
貸付総面積が2,000㎡以上

室数、棟数また土地の貸付契約
件数の合計数が10以上
建物の貸付総面積が600㎡以上で、かつ当該建物の
貸付に係る賃貸収入額が年1,000万円以上

貸付契約件数が10以上

※注　共有物件はその持分にかかわりなく、共有物全体の貸付状況で認定します。

「税」の
作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!作文・標語募集 !!

税金で　実現させよう　明るい未来 令和3年度「中学生の税に関する標語」
日枝中学校　山本　優奈

税金は　未来を築く　道しるべ 令和3年度「中学生の税に関する標語」
城山中学校　宮原　斗樹

私たちは水口優青会の会員です！（会員の一部を紹介します）
当会は、水口税務署長より優良青色申告者として表敬を受けたもの及びこれに準ずるものをもって組織された団体です。

陶 仙 民 芸信楽焼
〒529-1803　滋賀県甲賀市信楽町牧1400-1

TEL 0748-83-0227

新築・建替えからちょっとしたリフォームまで

有限会社 市井機械
滋賀県甲賀市土山町徳原496

TEL 0748-67-0156　FAX 0748-67-1174

滋賀県甲賀市甲南町杉谷 364-1
TEL 0748-86-2212

甲賀卍忍びの宿 創業120余年 甲賀に息づく冷鉱泉のかくれ宿

日帰り入浴・お食事・ご宿泊に 仏壇の谷助 谷　久夫
滋賀県湖南市下田1535

TEL 0748-75-0360　FAX 0748-75-4515
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納めよう　支えていくのは　僕たちだ 令和3年度「中学生の税に関する標語」
土山中学校　南　　翔太

税金は　目には見えない　助け合い 令和3年度「中学生の税に関する標語」
水口中学校　宮垣　あかり

ダイレクト納付

キャッシュレス納付のご案内

電子納税証明書（PDF）がとても便利です！

ダイレクト納付の申込みをすることで、e-Tax から簡単な方法で口座引き落しにより納付する方法です

パソコンやスマホから、即時又は
納付日を指定して、口座引き落し
により納付する方法です。

e-Tax で申告されている方、源泉所得税の毎月納付
など頻繁に納付手続をされている方におすすめです。

振替納税 申告所得税や個人事業者の消費税の確定申告書を
提出する必要のある方におすすめです。

e-Tax 利用開始届出書、ダイレク
ト納付利用届出書の提出が必要で
す。

①e-Tax の利用開始
手続（初回のみ）

②ダイレクト納付口座
の届出（初回のみ）

④口座引落しで納付

③e-Tax で
　申告・納税

振替納税の申込みをすることで、毎年の確定申告等に係る国税を口座引き落しにより納付する方法です
預貯金口座からの自動引落しによ
り納付する方法です。

初回のみ振替依頼書の提出が
必要です。
※e-Tax による提出が可能です

①所得税・消費税の
依頼書の提出
　（初回のみ）

②確定申告

③口座引落し
　で納付

1

2

さらに
詳しい
情報は
こちら

さらに
詳しい
情報は
こちら

国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に行く必要のない、非対面の「キャッシュレス納付」が大変便利です。

簡単！
便利な！

※この他に「クレジットカード納付」「インターネットバンキング等」の納付方法もあります。詳しくは税務署までお問い合わせください。

お手持ちのパソコンから e-Tax を使って請求から受取まで簡単な操作でできますので、ぜひご利用ください！

自宅などで請求データを作成・送信
　　　　

➡
そのまま自宅等で受取

税務署窓口に行く必要がなく非対面で請求から受取までできます！

電子納税証明書（PDFファイル）は何度でもお使いいただけます！
※提出先から求められた期限内に発行されたものであることは、書面の場合と同様です。

電子納税証明書（PDFファイル）は何枚でも印刷できます！

近 畿 税 理 士 会 水 口 支 部 会 員 名 簿
相　川　良　和 水口町

62-1538 北　橋　清　造 湖南市菩提寺
74-0219 廣川・岩田税理士法人 水口町

62-3011 望　月　一　重 甲南町
86-0111

東　　 安 宏 水口町
62-3611 倉　本　貴　夫 湖南市中央

72-2301 廣川　領司・岩田　　剛 山　下　耕　平 甲賀町
88-3301

今 村 新 坴 水口町
62-7328 みすゞ税理士法人 湖南市石部口

77-2139 福田・志村税理士法人 湖南市岩根中央72-9075 税理士法人山本会計 湖南市平松北
72-3988

税理士法人
上杉会計事務所

水口町
62-1231 鈴木　智博・鈴木　勝博 福田　長利・福田　弘樹

志村　真二
山本　善通・山本　善重
堀　　勝美上杉　恵一・上杉　　弘

上杉　　香・川井　尚子
伊藤　友章・寺田　文哉

永野隆幸税理士事務所 甲賀町
88-3758

永野　隆幸・髙橋　実果 布　留　知　美 甲南町
60-3237 吉 永 克 明 水口町

70-2430

中　村　憲　司 甲南町
86-3145 前　野　沙　穂 水口町

62-0182 税金のことは
税の専門家「税理士」へ！木　田　嘉　明 水口町

69-6077 林　　　素　也 水口町
63-5523 村　田　哲　三 水口町

62-3806


